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今日の＜大案村＞

陳　　家　　駿

は　　じ　め　に

　中国の大案は山西省昔陽県にある ，わずかに１２４戸（人口５００余）の山村である 。この

村は，１９６６年＜文化大革命＞以前，農業生産と山区建設での先進的規範としての役割を

はたしたことがある 。したが って，当時，中国人民の指導者毛沢東主席が『農業は大案

に学べ』という呼びかげを全国に行ったことがある 。＜文化大革命＞の時期，大案は在

地の指導者たちが当時のあの歴史的逆流にまきこまれたために，農業戦線で極左路線を

実施した典型とな ってしまっ た。 中国共産党第１１期第３回中央委員会以後，誤まりを正

す整頓をへて，山西省は『農業は大案に学べ』の経験と教訓を全面的に総括し，農業戦

線での極左路線の影響を排除し，また，中央の農村改革の一連の方針 ・政策をしっ かり

とつらぬいた。こうして，農業経済は持続し，安定し，バラソスを保った発展の新段階

に足をふみ入れるようにた った。このような歴史的た変化の過程で，大案も同時に歴史

的な変化をとげた 。

大案はすでに変化をとげた

　１．指導グループの変化 ：大塞は，１９４５年に解放され，１９４７年から農民の労働互助組

を組織しはじめ，１９５３年には農業生産協同組合を組織した。大案は農業互助協同運動の

なかで一貫して先進単位であ って，協同組合組織の初期に数多く登場した農民積極分子

と大衆から比較的高い信頼をよせられた。いくどかの政治運動を経過したげれども ，村

・組合の幹部には基本的には変動がたく ，さらにかつての幹部終身制の影響もあ って ，

村・ 組合幹部とくに主要な幹部の年齢は比較的に高く ，文化水準も比較的低くた ってい

た。 調整以前，主要た幹部の平均年齢は５０歳前後であり ，１人の婦人幹部が中学卒業程
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度の文化水準をもっ ていたほかは，すべて文盲 ・半文盲であ った。いくどかの調整をへ

て， 現在の平均年齢は４０歳とな った。もしも ，次おとどまっ ている老幹部を除くと平均

年齢は３６歳となる 。村の党支部の書記である趨春裳（３４歳）は高校卒業であり ，村の主

任（行政上の責任者，３６歳）高玉良は中学卒業であり ，その他の幹部もみな小学卒業以上

の文化水準をもっ ている 。幹部の若年化と知識化を実現する面では一歩前進した。これ

は・ 現在大案で発生した変化のなかで最も重要なものの一つである
。

　２　経営方式の変化　大案では，はやくも１９５５年に生産諸手段の杜会主義改造を完成

し， 農民の集団所有制を基礎とする高級農業協同組合を組織した。生産経営は一貫して

＜統一計画＞ ・＜集団労働＞ ・＜統一分配＞の方式を採用してきた。１９８３年以来，中国

の農業生産の特徴に適応しない，また平均主義的な＜大鍋飯＞（“親方目丸 ・）の色彩をも

つ経営方式を改革して，家庭別の生産請負責任制を実施し，農業杜による統一経営と農

家経営を結合する経営方式を実施するようにな った。その具体的な方法は次のとおりで

ある 。集団所有の耕地を労働加こ応じて農家ごとに請負わせて経営させる 。つまり ，男

子労働力１人当り５．５市畝（３６．６７アール），女子労働力１人当り１．８市畝（１２．Ｏアール）を

請負うのである 。集団所有の果樹園，林場，味嗜 ・醤油作坊，次鉱，レソガエ場はそれ

ぞれ専業組に請負わせて経営させる 。そして，集団は水利施設，機械電気設備，スフリ

ソクラー設備，給水設備を統一的に管理し，優良種子，化学肥料，農薬を統一的に購買

販売し，また，農地基本建設，生活福祉と住宅緯持補修等の生産生活サーヒス事業を統

一的に組織する 。このような経営方式は，杜会主義的な集団所有制の性質を保証し，労

働に応ずる分配の原則を貫くものであるとともに，農民の主人公たる地位を充分に反映

し， 農民の商品生産を発展させる積極性と主動性をひきだすものである 。また，それは

集団の統一経営の長所を発揮させるものであるとともに，農家の分散経営の長所を発揮

させるものである 。

　３　産業構造の変化　大塞は歴史上貧しい山村であ った。解放前，全村で最大最良の

耕地は＜神土角＞とよばれたが，その面積はわずかに２．８畝（１８．６７アール）にすぎず
，

１市畝（６，６６７アール）当りの食糧生産高は１２０斤（６０キ ロ）にすぎなか った。したが っ

て， 杜会主義建設のなかで当面した主要な目標は，広範た農民の衣食にわたる問題を解

決することであ った。かててくわえて，＜食糧を要めとする＞という一面的た指導思想

によっ て， 長期問にわた って食糧生産を主とする単一的な農業の産業構造が形成されて

きた 。
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　１９８３年以前，大案の食糧生産収入は終始総収入の４２％をこえることはたか った。１９８３

年以来，産業構造は比較的大きく調整された。すなわち，年産２万トソの炭鉱が一つ開

発され，９靹の自動車 ・７輻のトラクターをもつ輸送専門グループが発展し，２，０００羽

の鶏艀化場が一つ建設され，村民生活のための副食雑貨小商店が一つ開店した。これら

の新しい産業は炭鉱が農業杜の集団投資を受けたほか，その他すべては農民専業戸が自

己資金でもっ て発足したものである 。１９８４年，大案の総収入には根本的な変化が生じ

た。 つまり ，農業は１７．２％，林業は６．５％，工業 ・副業は７６．３％（ここには炭鉱の４６・３％

運輸の１１％がふくまれる）を占めるようにた った 。

　４．収入分配での変化 ：犬案は＜一窮二白＞（きわめて貧しい）の一山村から，一戸当

り＜１万元＞（大案村のかつての８０戸は８０万兀にのほる集団財産をもっ ている）の農業杜にまで

発展し，たしかに高い蓄積過程をへてきた。だが，経営方式改革前，大案の年問総収入

は最高でも３０万兀をこえることはなく ，１人当り平均収入も３００元をこえることはたか

った。１９８３年の年問総収入は４７万元へと急増し，１人当り平均収入は５７０元となり ，ま

た， １９８４年には総収入は５４万元，１人当り平均収入も６０１元とな った。それぞれ１４．８

劣， ５． ４劣の増加である 。そして，そこには労働力と経営水準の相違による農民間の収

入格差が反映している 。１９８４年１人当り平均収入の分布状況は次のとおりである 。

　　３００元以下　　　　１０戸　　総農家に占める割合　　８％

　　３０１～６００元　　一２５戸　　　同　　　　　上　　　２０％

　　６０１元～１，０００元６０戸同　上４８％
　　１，０００元以上　　２９戸　同　　上一２４劣
　５　生活 ・消費での変化　大案の農民は解放前，子女を売り餓と寒さにこもごも追ら

れる生活をすごしてきた。新中国では，きわめて低い出発点にた って，杜会主義農村を

建設することに次り ，さらに，工作上の誤りがかさな って，長期問農家の消費水準は比

較的低いものであ った。大案農民の住宅はすへて１９６３年の大観模な水害の後，集団の力

によっ て一歩一歩建設されたものであり ，住居条件はまだ良好である 。だが・衣 ・食及

び目常生活用具 ・用品の水準はきわめて低いものであ った。農家別の生産請負責任制を

実施して以来，工業 ・副業が急速に発展し，運輸専業戸やその他の専業戸が大量に出現

するにつれて，家庭の消費水準はいちじるしく向上し，消費構造にも根本的た変化が生

まれた。つまり ，商品的支出の比重，高級 ・中級商品の比重，文化 ・娯楽諸資料の比重

が大きく高まっ た。 現在，大案は各戸がみなＴＶをもつ＜ＴＶ村＞とよぱれており ・
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そのなかでカラーＴＶをもつ農家は８戸である 。このほか，洗濯機を購入したのは２

戸， オートバイを購入したのは５戸，ラジカセを購入したのは２０戸である 。

大塞はいまもなお変化しつつある

　大案では，封建杜会がのこした後進的な生産力と伝統的習慣，そして長期問に形成さ

れた極左的影響と思想観念は，いま歴史的な変革あるいは転換をとげつつある 。この歴

史的な変革 ・転換は新旧交替という歴史的な過程を経過することになる 。たとえぱ，大

案の幹部はかつては統一経営になれしたしみ，現在の集団の統一経営と農家 ・専業組の

分散経営とを結合する経営方式については経験に欠げている 。大案の農民は長期問封鎖

された環境にあり ，幹部の指揮の下での集団労働になれしたしみ，現在の家庭を単位と

する白主経営については能力に欠げている 。犬塞の幹部と農民は，農業生産とくに食糧

生産には比較的熟練しているが，その他の生産たかでも商品流通については熟練してい

ない。また，大塞の幹部は消費品を平均的に分配することになれ，農民もこのようた

＜大鍋飯＞の恩恵をたやすく受けいれてきており ，現在みられるような収入格差や生活

消費格差については理解が不充分である ，等 々。 これらは，すべて大案に存在する弱点

であるということができる 。これら諸もろは一つの＜まず立てること ，そのなかに破が

ある＞（新しい制度を建設すること ，その過程ではじめて古い制度が改革される）という過程を

経過してこそ，比較的徹底的に克服されるものである 。

大塞は今後も変化するであろう

　大塞には弱点があるが，またそれ自身長所をもっ ている 。弱点は改革のなかで転化し

ようとしており ，長所は建設のなかで発展するであろう 。大案は，杜会主義革命と建設

のなかで貴重た物質的な財産と精神的な財産をきずきあげてきた。これらの貴重な財産

は今目の大案の長所である 。この長所は次の点にあるといえよう 。

　第一 すぐれた肥力をもつ８００市畝（５，３３３アール）の段六田畑を建設した。大塞の農

民は，土と石の山区で高産農田を建設するために，膨大た労働を投入して，畑地安定産

糧１，０００斤以上のｒ大塞田』，ｒ海綿田』を建設した。これは大案の労働人民二世代にわ

たる血と汗の結晶である 。
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　第二，人民幣８０万元に相当する集団財産を創造した。これは，大案農民が互助協同の

道をあるくなかで積み上げた労働蓄積である 。

　第三，自力更生，刻苦奮闘の精神を発揚した。これは，中国人民の敬愛する周恩来総

理が生前に大案農民の大自然改造 ・山区建設に対する総括であり ，大案での数十年にわ

たる精神文明建設の成果である 。

　現在，大案の農民は中国共産党全国代表会議が一致して採択したｒ中共中央の国民経

済と杜会発展のための７カ年計画制定に関する建議』を学習し，同時に本村の実際の状

況と結合して，長所を発展させて改革と建設を促進する構想をまとめあげた。その主要

な点は次の通りである 。　 ａ． 既存のスプリソクラー灌湛田４００市畝（２，６６６．８アー ル）を

基礎にさらに１００市畝（６６６．７アール）を建設して，一人当り平均１市畝（６，６６７アール）の

スプリソクラー灌漉田を実現する 。　ｂ ．既存の石炭ユネルギーという長所を充分に利

用して，資金を蓄積し，新しい産業部門を開発し，大案村経済の技術構造を資金集約 ・

技術集約的なものに次第に転換させる 。Ｃ ．在地の関係機関やその他の企業単位と協力

して資金を調達し，既存のものにくわえて供水塔（ダム）一つを建設することによっ て，

生産と生活上の供水状況を根本的に改善する 。ｄ ．同時に，生産に有利であり生活に便

宜であるという原則にもとずいて，大塞新農村建設について修正と調整をおこない，そ

の面貌を一新させようとしている 。

　　　大塞は改革のなかで前進し，建設のなかで発展することにたろう 。

　　　在席の皆さん！　これで私の報告をおわります。

　質疑応答 ：

　大藪輝雄　ａ　＜集団と分散経営＞との結合について ，将来農業生産力か向上し，商

品化率が向上するたかで，農家生産請負責任制が集団責任制にたちもどると展望してい

るのか？　ｂ ．＜離農しても離村しない＞といわれるが，現在その割合はどれほどか？

　回答；ａ ．文革中の方式にもどることはたい。＜集団 ・統一の利点，長所と分散の利

点， 長所＞を結合した＜双方経営方式＞は，長期にわたるものである 。農業生産請負制

のほか，たとえぱリソゴ園は２組の専業組が，炭鉱は１組の専業組が請負生産制で経営

している 。ｂ　現在，＜離農農家＞は総農家の３０％である 。かれらは大案村の産業構造

の変化を直接にな っている 。

　井手啓二：ａ ．農業生産請負責任制の期問はどれほどか？　ｂ ．個人副業（自留地）と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１６）



　　　　　　　　　　　　　　今目の＜大案村＞（陳）　　　　　　　　　　　　　　ｕ７

請負責任制との関係は？　 Ｃ． 農田基本建設 ・水利建設をおこなう場合，農民の労働は

無償なのか？

　回答 ：ａ ．農地に対する投資をうながすために，農地所有主体の集団と農家との契約

期間は１９８４年から１５年を保証するようにな った。現在，１６戸が運輸専業組を組織してい

るが，かれらの農地は農業生産請負農家に耕作させている 。ここでの問題は運輸収入が

農業収入より高いことである 。ｂ ．生産請負制を実施した趣旨からして，自留地経営は

たくな っている 。Ｃ ．一般に農民は無償労働を歓迎しない。一種は有償労働である 。も

う一種は無償労働である 。後者は，その結果が労働提供者の長期 ・短期の経済的な利益

に結びつく場合である 。たとえぽ給水塔（ダム）建設，段だん田畑建設たどがこれであ

る。 この他，優良種子，化学肥料，農薬などは集団で購入し販売しているが，その原資

は集団投資により専業組（１０戸）が経営する炭鉱の利潤の一部である 。＜炭鉱が農業を

支持している＞といえる 。１９８４年では７万元であ った 。

　芦田文夫 ：ａ ．大案村での生産請負制の方法はどのようたものか？　入札をすること

もあるのか？　ｂ ．農業機械 ・機器の所有及び利用ばどうな っているのか？　 ｃ． 生産

物や生産財，消費財の流通はどのように変化したか？

　回答 ：ａ ．農業生産の場合，労働力におうじて請負う 。耕地の肥沃度は当然に考慮さ

れる 。契約の内容は，山西省昔陽県地方の農業主産物について，国家との間で作付と収

穫したが って売わたし量を定める 。飼料類も同様に定められるが，そのたかには私有家

蓄の協同飼育に必要なものもふくまれる 。農業税は集団蓄積から支払うが，それは農業

総収入の２％程度である 。農業外の工業 ・副業の場合は専業希望の世帯間で入札制をと

っている 。醤油 ・味曜作坊などでは入札制をとっ ている 。他の地方では農業生産の場合

にも入札制をとるところもあり ，１戸当り１００市畝余（６６６．７アール）にもたるというが
，

このようなケースは少数である 。ｂ ．かつて集団で購入した農業機械 ・現器を請負農家

に売わたしたが，機械類の利用率は低下した。大案では農業機械化のカナメであるトラ

クターを請負農家に売わたしたが，運輸に大いに利用される結果となり ，機械耕作田が

減少しまた　筆当り耕地面積がせまくな った。これは新しい大きな間題であり ，解決さ

れるべきものである 。Ｃ ．農産物のうち国家との契約によるものは，契約時に先払いを

うけ農家で備蓄しておき出荷要求があ った時に出荷する 。契約外のものは各種の市場

（自由市場をふくむ）で販売される 。基本的 ・一般的にいえは，生産諸手段は集団が取扱

い， 生活諸資料は購買販売協同組合が取扱うようにな った。市場 ・流通問題について ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１７）



１１８　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３４巻 ・第４号）

国家は強い関心をはらっ ており ，従来の行政的方法にかわって，流通経路を多様化し ，

流通時問を短縮する政策 ・措置を採用している 。また，国家商業の各ルート ，購買販売

協同組合そして伝統的た臨時 ・常設の集市（在地の局地的た市場）など各種多様な市場が

活用されている 。そのなかで，新しいタイプの副食雑貨商店が設立された。これは個人

経営であり ，主人が都会で勤務するようにな った主婦が自己資金ではじめたものであ

る。 ・もともと農民の自発性にもとづいて設立された，互助協同の一形態であ った購買販

売協同組合は国家商業機関の一部としてのみ活動していたが，それを互助協同の一移態

にもどすことによっ て， 農村市場は活況を呈しはじめた 。

　この他，小野一郎，長廻正（経院）から，ａ ．大案村での主要農産物 ・生産物の＜商

品化率＞の動向，ｂ ．＜統一買付 ・統一販売＞制度が改革されるなかで，国家が把握す

る範囲及び数量，そのウエイト ，Ｃ ．新農村政策の展開のなかで不可避的に拡大するで

あろう地域差，その対策等々について，質疑がたされたが，時間の制約のため充分に御

回答いただげなか った 。

あ　と　が　き

　中国山西省杜会科学院訪目学術代表団（団長同院院長劉貫文先生以下６名，随行１名）

は， 目本中国人文杜会科学交流協会（会長有澤広巳）の受け入れによっ て， １９８５年１０月

２１日から１１月８目まで，東京，長野，松本，京都，大阪等を訪間された。１１月３目から

６目まで京都に滞在されたが，５目午前と午後にかけて立命館大学を訪間された。団長

以下７名は，谷岡総長を表敬され昼食をともにされたあと ，国際学術交流研究会 ・杜会

主義研究会に参加された。当方の求めにこたえて，山西省杜会科学院副院長 ・経済研究

所所長陳家駿先生からほぽ１時問半にわた って御報告いただいた。そのあと ，質疑応答

がおこなわれた。以上は，御報告及び質疑応答の要旨である 。当目 ，司会者であ った責

任から，御報告要旨の文章化につき了解いただきましたが，論点を充分に正しくまとめ

えたかどうか？　不正確な点はお許し下さい 。

　なお，同団はこのほかに，劉貫文院長『山西省の経済 ・杜会発展戦略についての試

論』，『前進する山西省経済体制の改革』及び陳所長『山西省の経済構造について』等の

御報告を準備されていた。わずかに１本の御報告をいただいたにとどまっ た。 目程の都

合とはいえ，まことに残念たことであ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１８）



　　　　　　　　　　　　　　今目のく大棄村＞（陳）　　　　　　　　　　　　　　１１９

同団団員名簿は次の通りである 。

団　長　　劉貫文（山西省杜会科学院院長，中華山西省新聞工作者協会会長）

副団長　　戴有振（中国杜会科学院目本研究所，雑誌＜目本問題＞副主編，中華全国

　　　　　　　　　目本経済学会常務理事）

顧　問　　劉振邦（中国杜会科学陸世界経済政治研究所外国農業組組長，中国農業出

　　　　　　　　　版杜特別審査員）

団　員　　陳家駿（山西省杜会科学院副院長，経済研究所所長，中国農村発展研究セ

　　　　　　　　　 ソター研究員）

　　　　　丹保安（山西省杜会科学院研究組織処副処長，山西省科学的杜北主義学会

　　　　　　　　　副秘書長）

　　　　　劉作舟（山西省杜会科学院経済杜会発展戦略研究室研究員，山西省太原市

　　　　　　　　　文連副主席）

随　行　　陳　曄（中国杜会科学院目本研究所，現在，東京大学教育学部留学中）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜文責 ：松野昭二＞

（５１９）



１２０

書　評

三好正巳編著「現代日本の労働政策」

（１９８５年４月　青木書店）

加　藤　佑　治

１

　本書はわが国労働政策の現状について４年剛こわた って集団研究をおこな ったその成

果である 。まず本書の構成と執筆分担者を見ておくことにしよう 。

　序論　現代資本主義と労働政策（三好正巳）

　Ｉ　現代目本労働政策の性格（同上）

　皿　労働政策＝行政展開の諸段階（坂野光凌）

　皿　企業ｒ共同体」化と労使関係政策（伍賀一道）

　　〔事例研究〕　（１）地方自治体の労使関係政策（同上）

　Ｖ　ＭＥ「合理化」下の労働関係と労働基準（佐藤卓利）

　　〔事例研究〕　（２）資本制家内労働と西陣賃機の労働関係（横山政敏）

　Ｖ　今日の雇用管理と労働力政策（三富紀敬）

　　〔事例研究〕　（３）特定不況地域の雇用保障（同上）

　Ｍ　「福祉国家」の危機と労働者福祉（横山寿一）

　　〔事例研究〕　（４）巨大企業の障害者雇用とｒ福祉」（上掛利博）

　ｗ　労働財政合理化の展開過程とその現段階（坂野光俊）

　現代目本の労働政策を究明するに当 って編者はその視角を明示している 。すなわち本

書執筆者全員のｒ合意の結果として，分析領域を労働市場から労働制度に移すことにな

った。つまり ，資本蓄積，相対的過剰人口の累積，労働力政策という最も普遍的な展開

をさけ，現代資本主義の政策体系のなかの労働政策を制度として分析することとした 。

しかも ，制度の機能分析に対比して，構造的な分析を試みた」（はしがき）とされる 。こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２０〉




